
転
勤
や
就
職
、
進
学
の
季
節

を
迎
え
る
と
、
引
っ
越
し
な
ど

に
伴
う
手
続
き
（
表
１
）
の
た

め
に
、
市
役
所
１
階
の
市
民
課

窓
口
が
た
い
へ
ん
込
み
合
い
ま

す
。
月
曜
日
や
祝
日
の
翌
日
は

特
に
込
み
合
い
ま
す
の
で
、
こ

れ
ら
の
日
を
避
け
て
、
ご
利
用

さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま

す
。手

続
き
は
、
お
近
く
の
東

部
・
西
部
出
張
所
や
動
く
市
役

所
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
の

で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
転
入
・
転
居
を
し
た
と
き

は
、
住
み
始
め
て
か
ら
14
日
以

内
に
手
続
き
を
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

転
入
・
転
出
の
届
出
な
ど
の

市
民
課
業
務
を
は
じ
め
、
国
民

健
康
保
険
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
業

務
を
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
（
表

２
）。受付

時
間
は
、
午
前
８
時
30

分
か
ら
午
後
５
時
ま
で
で
す
。

市
役
所
や
出
張
所
か
ら
遠
い

方
の
た
め
の
移
動
窓
口
で
す
。

市
内
５
か
所
を
巡
回
し
て
い

ま
す
の
で
、
最
寄
り
の
会
場
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
（
表
３
）。

取
扱
業
務
は
出
張
所
と
ほ
ぼ

同
じ
で
す
が
、
一
部
は
す
ぐ
に

処
理
で
き
な
い
業
務
が
あ
り
ま

す
。
住
民
票
の
写
し
や
印
鑑
登

録
証
明
書
、
税
関
係
の
証
明
書

な
ど
は
、
市
役
所
に
電
話
で
請

求
す
る
と
直
近
の
巡
回
日
に
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

市
役
所
や
出
張
所
な
ど
に
設

置
し
た
証
明
書
自
動
交
付
機
を

利
用
し
て
、
休
日
・
夜
間
（
一

部
を
除
く
）
に
も
住
民
票
の
写

し
や
印
鑑
登
録
証
明
書
を
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
表

４
）。利用

す
る
に
は
、
暗
証
番
号

を
登
録
し
た
「
こ
だ
い
ら
市
民

カ
U
ド
」
が
必
要
で
す
。
事
前

に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
市
民
課
ò
042
（
３
４
６
）
９

５
２
０

▽
東
部
出
張
所
ò
０
４
２
４

（
67
）
１
２
１
１
、
西
部
出
張

所
ò
042
（
３
４
３
）
１
２
１
１

市
議
会
３
月
定
例
会
は

２
月
24
日
（
火
）
か
ら
開

会
の
予
定
で
す
。

市
議
会
を
傍
聴
し
て
み

ま
せ
ん
か
。
本
会
議
、
委

員
会
の
日
程
な
ど
に
つ
い

て
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
日
程
は
小

平
市
ホ
U

ム
ペ
U

ジ
で

も
、
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

問
合
せ

議
会
事
務
局
ò

042
（
３
４
６
）
９
５
６
６
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人口と世帯数
平成16年２月1日現在
◎住民基本台帳登録数 前月比

男

女

計

世帯数

◎外国人登録数

87,981人 3人減

87,889人 6人減

175,870人 9人減

76,691世帯 38世帯減

3,973人

◇小平市携帯電話・Ｌモード用ホームページ　メニューリスト内［行政］［テレモ自治体情報］からアクセスできます。

市

議

会

３

月

定

例

会

スーパー
マーケット

表１　引っ越しをするときの主な手続き

※学生寮やアパートに引っ越しをしてきた学生、生徒も届出が必要です。

º印鑑
º転出証明書（外国からの転入の方は、パスポー
　トと戸籍謄本、附票の写しをお持ちください）
º国民年金手帳（加入者）

市外から引っ越
してきたとき

実際に住み始め
てから14日以内転入届

º印鑑
º印鑑登録証、こだいら市民カード（登録者）
º国民健康保険証（加入者）
º老人保健医療証（受給者）
º乳幼児医療証（受給者）
º介護保険証（65歳以上の加入者、受給者）

市外へ引っ越す
とき

引っ越す日が近
づいたら転出届

º印鑑
º国民健康保険証（加入者）
º老人保健医療証（受給者）
º乳幼児医療証（受給者）
º介護保険証（65歳以上の加入者、受給者）

º市内で引っ越
　したとき
ºアパートの部
　屋を移ったとき

新しい住まいに
住み始めてから
14日以内

転居届

届出の種類 こんなとき 届出期間 届出に必要なもの

表２　出張所で取り扱う主な業務

住民登録

分　類 内　　　　　容

戸　　籍

印　　鑑

税　　務

納税・納入

国民健康保険

国民年金

福祉関係

転入届、転出届など

出生届、婚姻届など

印鑑登録（こだいら市民カード）など

市民税・都民税の申告など

市税、国民健康保険税、介護保険料など

資格取得・喪失届など

資格取得・喪失届など

老人保健医療証交付申請、児童手当認定請求など

各種証明
住民票の写し、戸籍謄(抄)本、印鑑登録証明書、
登録原票記載事項証明書、課税・非課税証明書、
固定資産税関係証明書、納税証明書など

※市役所のみ祝日(午前９時～午後５時)も利用できます。
※年末年始(12月29日～１月３日)は利用できません。
※大沼公民館・図書館は祝日が日曜日にあたるときは利用できます(振替
休日は利用できません)。

表４　証明書自動交付機の設置場所・利用時間

大沼公民館・図書館
土曜・日曜日　午前９時～午後５時
月曜～金曜日　午前８時30分～午後５時

市　　役　　所
東 部 出 張 所
西 部 出 張 所 土曜・日曜日　午前９時～午後５時

月曜～金曜日　午前８時30分～午後８時

設置場所 利　用　時　間

表３　動く市役所の巡回日程

※祝日、年末年始は休みです。

午前９時30分
　　　～11時

午後２時
　～３時30分

時間
曜日

鈴木地域
センター

小　川
公民館

上水南
公民館

小　川
公民館

上水南
公民館

中島地域
センター

大沼地域
センター

中島地域
センター

大沼地域
センター

月 火 水 木 金

シンボル時計塔は、小平駅前の６商店会が、小平

商工会平成塾と市などの協力により設置したもので

す。自然にやさしいクリーン・エネルギーで両面時

計を動かします。

小平駅前にシンボル時計塔が完成

ふたつの風車と太陽光で時を刻みます

証

明

書

自
　
動
　
交
　
付
　
機

東

部

出

張

所

・

西

部

出

張

所

動
　
く
　
市
　
役
　
所

問
　
　
　
合
　
　
　
せ


